
予防接種の種類 対象者 個人負担金 備考

風しん5期

（風しん追加的

対策事業）

これまでに風しん予防接種を受ける

機会のなかった

昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生

までの男性

令和元年～

令和3年度の3か年

計画

⇨令和7年3月31日

までに延長

（方法）

①対象者は、事前に配布されている

クーポン券を持参し、医療機関または

集団検診で風しん抗体検査を受けま

す。

②抗体検査の結果、基準値未満の

場合、医療機関で麻しん風しん混合

（MR）ワクチンを接種する。

※基準値を上回る場合は、予防接種は

必要ありません。

高齢者の

インフルエンザ

①65歳以上の高齢者

②60歳～64歳で心臓、腎臓、呼吸器に

関する身体障碍者手帳1級所持者

　1,000円
※ただし、生活保

護の方は、事前に

申請すれば、無料

になります。

実施期間：10月1日～

　　　　　翌年1月31日まで

②の方及び町外（太地町を除

く）の方は申込みが必要

高齢者肺炎球菌

①年度内に65歳、70歳、75歳、80

歳、85歳、90歳、95歳、100歳以上に

なる方

②60歳～64歳の心臓、腎臓、呼吸器に

関する身体障碍者手帳1級所持者

※これまでにワクチン接種を1回も

接種していない方が対象

　2,000円

※ただし、生活

保護の方は、事

前に申請すれ

ば、無料になり

ます。

①の方は、対象者に年1回

通知します。

※これまでに、5年ごとに

未接種の方に2回目の通知をし

ています。

②の方は、申込みが必要

大人の予防接種

無料

●対象者には、全員にクーポ

ン券を送付しています。

●転入やクーポン券を紛失し

た方は、福祉課　健康推進係

まで申込めば、再発行しま

す。

※1人1回限り。令和元年度以

降に、クーポン券を使用し検

査済の方は、対象にはなりま

せん。


